
特記事項に係る現状及び留意点の周知について



週に３回程度の
失禁の掃除は
家族が行っている。

頻度が少ないため
「介助されていない」

を選択
● 排尿の介助はない。
● 週3回程度失禁あり。
● 掃除は家族が行う。

現状（１）
○ 軽度者に対する認定調査員による選択肢の選択においては、実際の介護の手間がある場合でも、その頻度

が少ない場合が多く、選択の基準に従うと、「介助されていない」、「ない」又は「できる」を選択することになるが、
その場合でも、特記事項に、実際に行われている介護の手間に関する情報を記載することとなっている。

○ しかし、現状では、一次判定に反映されていない介護の手間が一定量生じているにも関わらず、特記事項に
介護の手間に関する情報が記載されないため、介護認定審査会における二次判定で考慮できなくなっている
場合が多い。

１

改めて周知する留意点（１）

自分でトイレに行って排泄しており、通常は介助は行われていないが、週に３回ほどの頻度で、トイ
レに間に合わずに失禁し、廊下が濡れており、廊下の掃除は家族が行っている。以上の状況ではあ
るものの、より頻回な状況に基づき、「介助されていない」を選択する。

○ 認定調査員は、特に軽度者への認定調査に当たっては、「介助されていない」や「ない」等の選択肢を選択す
る場合でも、実際に介護の手間が発生している場合には、特記事項に介護の手間と頻度を記載する。

「2-5排尿」の例

対象者の状況

選択の基準

選
択

特
記

認定調査票 一
次
判
定

二
次
判
定

×
記載されていない場合が多い

二次判定で、
介護の手間を
考慮できない

● 実際の介助で選択。
● 頻回な状況で選択。
● 手間は特記事項。

【特記事項の例】



現状（２）

○ 実際に調査項目の選択基準に含まれていない介護内容や、調査項目が設定されていない介護がある場合
は、その具体的な「介護の手間」と「頻度」を特記事項に記載することとなっている。

○ しかし現状では、一次判定に反映されていない介護の手間が一定量生じているにも関わらず、選択基準に含
まれていない介護の手間に関する情報については、記載されていないため、介護認定審査会における二次判
定で考慮できなくなっている場合が多い。

● 実際の介助で選択。
● 外出は選択基準に
含まない

●手間は特記事項。

週に２回の通院外出時
の移動における家族の
手引き歩行、車送迎。

室内は自力移動なので
「介助されていない」

を選択● 室内自力移動。
● 通院外出時は一部

介助あり、週2回、家
族が介助。

選択肢の選択基準に含まれていない場合の例（「2-2移動」の例）

対象者の状況
選択の基準

選
択

特
記

認定調査票 一
次
判
定

二
次
判
定

×
記載されていない場合が多い

二次判定で、
介護の手間を
考慮できない

２

● 調査項目に軟膏の

塗布の項目なし。
● 手間は特記事項。

一日三回の家族
による軟膏塗布

選択すべき
調査項目なし

（一次判定には反映されない）● 一日三回の軟膏の
背中への塗布。

● 家族による介助あり。

対象者の状況
選択の基準

選
択

特
記

認定調査票 一
次
判
定

二
次
判
定

×
記載されていない場合が多い

二次判定で、
介護の手間を
考慮できない

いずれの認定調査項目にも実際に発生している介護の手間に対応した項目が設定されていない場合（「軟膏の
塗布の例）



帯状疱疹の後遺症のため、一日三回、軟膏を背中に塗布する介助が行われている。
※第2群の特記事項記載欄のあいている部分や「5-1薬の内服」「特別な医療-11 じょくそうの処置」等の特記事項欄など、審査会委員
の読みやすい場所に記載。

○ 認定調査員は、いずれの認定調査項目にも当該介護の手間に対応した項目が設定されていない場合には、
具体的な介護の手間の内容と頻度を記載する。

【特記事項の例】

３

改めて周知する留意点（２）

○ 認定調査員は、実際に発生している介護の手間が選択肢の選択基準に含まれていない場合は、具体的な介
護の手間の内容と頻度を記載する。

室内では自力で移動できる。外出行為に関しては定義に含まれないため、「介助されていない」を選択す
るが、週に２回、病院に通院する際は、長距離の歩行ができないため、介護者が必ず付き添い車での送
迎の上、手引き歩行している。

【特記事項の例】



○ 特に、要支援１などの軽度のケースで、かつ、「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅡ以上のケースでは、
ＢＰＳＤ関連の行動に係る介護の手間が発生している可能性が高いが、こういった場合でも、認定調査員によ
る特記事項が記載されていないことが多い。

○ もし、特記事項が適切に記載された場合には、要支援１から重度変更されて、要介護１となるケースが多い
のではないか。

現状（３）

● 定義された行動の
発生頻度で選択。

● 手間は特記事項。

家族が毎日
なだめている。

感情の不安定さ
が確認できないため
「なし」を選択● 「死にたいわ」と毎日

いうが、感情不安定
とまではいえない。

● 家族がなだめている。

対象者の状況

選択の基準

選
択

特
記

認定調査票

一
次
判
定

二
次
判
定

×
記載されていない場合が多い

二次判定で、
介護の手間を
考慮できない

「4-3 感情不安定」の例

４



改めて周知する留意点（３）

５

○ 特に、「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅡ以上のケースについては、ＢＰＳＤ関連項目等について実際の
介護の手間が発生しているかどうかについて確認を行い、実際に介護の手間が発生している場合は、特記事
項に、その手間及び頻度について記載すること。

改めて周知する留意点（４）
○ 認定審査会は、上記のように認定調査員が記載した特記事項等を用いて、必要な場合には、一次判定結果

の変更（重度変更及び軽度変更）を行うこと。
特に、一次判定で要支援１等の軽度と判定されたケースで、かつ、「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅡ

以上のケースについては、ＢＰＳＤ関連項目の特記事項等に着目して、一次判定の変更の必要性について検
討すること。

【特記事項の例（「4-3感情不安定」の例）】
「死にたい」と毎日のように言う。感情が不安定になるほどではないため、選択は「ない」とするが、毎日の

ように家族が話をきき、本人をなだめている。

【特記事項の例（「4-6大声を出す」の例）】
気に入らないことがあると「ばかやろう」と吐き捨てるようにいうことが週に2-3回ある。以前はそのようなこ

とはなかったため、家族は性格が変わったようだと困惑している。家事等、本人の機嫌を損ねないようにし
ているが家族には負担になっている。大声でいうわけではないため「大声を出す」は「なし」とした。

【特記事項の例（「4-15話がまとまらない、会話にならない」の例） 】
家族によると対象者の言動が以前と変わってきており、話していることに整合性がなくなっているように

感じることもあるとのこと。「会話が成立しない」というほどではないので「話がまとまらず、会話にならない」
は「なし」としたが、家族は心配で外出等を控えて、１人にならないようにして見守っている。

【特記事項の例（「認知症高齢者の日常生活自立度の選択」の例）】
車の運転が好きで、自分で運転しようとするが、家族が危険と判断し、やめるように言っている。認知症

の周辺症状としての行動ではないようにも見えるが、本人が車の運転に固執しており、家族がカギを隠し
ていることで、口げんかになることが週に１度はあるといった状況である。他に適当な項目がないため、当
項目に記載した。



特記事項に係る規定等について

○ 介護認定審査会の二次判定（重度変更及び軽度変更）では、特記事項及び主治医意見書から読み取れる「介
護の手間」に基づき一次判定結果の変更の理由を明らかにすることとされていることから、認定調査においては、
特記事項に「介護の手間」及びその「頻度」に関する情報が適切に提供されていることが重要である（介護認定審
査会委員テキスト21ページ、認定調査員テキスト２ページ）。

○ 特に、ＢＰＳＤ関連項目においては、実際の対応や介護の手間とは関係なく、ＢＰＳＤ関連の行動の有無に基
づき、選択肢を選択することとなっていることから、当該項目の有無だけで介護の手間が発生しているかどうか
は必ずしも判断できない。したがって、二次判定で介護の手間を適切に評価するために、認定調査員は、介護
の手間の状況や頻度等について特記事項に記載することとしている（平成２１年９月３０日発出事務連絡によるQ&Aの問
４など）。
※ ＢＰＳＤ関連項目：「認知症に伴う行動・心理状態」の関連項目

○ また、基準にしたがい、「介助されていない」（介助の方法の項目）、「ない」（有無の項目）、 「できる」（能力の項
目）等を選択する場合であっても、実際に介護の手間が発生している場合には、当該介護の手間及び頻度につ
いて、特記事項に記載することが重要である（平成２１年９月３０日発出事務連絡によるQ&Aの問２１など）。

○ さらに、実際に介護の手間が発生しているにも関わらず、「能力」、「介助の方法」、「有無（麻痺等・拘縮及び
BPSD関連）」のいずれの基本調査項目にも当該介護の手間に対応した調査項目が設定されていないために、
実際の介護の手間を基本調査項目の選択肢の選択によって反映することができない場合は、基本調査項目の
中で、もっとも類似する又は関連する調査項目の特記事項等に、具体的な介護の手間の内容と頻度を記載する
必要がある（同上）。

（参考）

６

（参考）

日常生活に支障を来たすような症
状・行動や意思疎通の困難さが多
少見られても誰かが注意していれ
ば自立できる。

認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ

何らかの認知症を有するが、日常
生活は家庭内及び社会的にほぼ
自立している。

認知症高齢者の日常生活自立度Ⅰ

日常生活に支障を来たすような症
状・行動や意思疎通の困難さがみ
られ、介護を必要とする。

認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ

日常生活に支障を来たすような症
状・行動や意思疎通の困難さが頻
繁に見られ、常に介護を必要とす
る。

認知症高齢者の日常生活自立度Ⅳ

著しい精神症状や問題行動あるい
は重篤な身体疾患が見られ専門
医療を必要とする。

認知症高齢者の日常生活自立度M
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